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保育補助スタッフ講習

就業を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

TEL（０９８）８７１-０３３０
イイなイイな お色お色

ホームページも見てね！～皆様に支えられておかげさまで創業 50 年～～皆様に支えられておかげさまで創業 50 年～

今年の夏は、遮熱・断熱塗料で
快適な夏を過ごしませんか?
お気軽にご相談ください。

御見積無料です。

「暑さ」対策はおすみですか？

高齢者活躍人材確保育成事業

糸満市内にお住いでシルバーセンターで
開催地:那覇市/受講料:無料
期間:8月7日（水）～8月9日（金）

50周年
おかげさまで

イベントや各種情報を発信
国民健康保険課 840-8127 1486国民健康保険税の納付が始まります

　保険税は年度（4月から翌年3月まで）ごとに計算し、８期に分けて納めます。それ
ぞれの納期は次のとおりです。
※月末が土日祝日の場合は、金融機関などの翌営業日が納期限となります。

保険税の
納期

　判定は、4月1日（年度途中の加入世帯はその加入日）時点の世帯の加入者数、65
歳以上になっている人の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額を用います。
所得が0の場合でも加入者全員の所得申告が必要です。

　保険税の納付が困難なときは、まずはご相談ください。滞納の状態
が続くと、保険給付などのサービスが制限される場合があります。

保険税軽減
判定基準額

1期
7月末

2期
8月末

3期
9月末

4期
10月末

5期
11月末

6期
12月末

7期
翌年1月末

8期
翌年2月末

区分
7割軽減
基準額

5割軽減
基準額

2割軽減
基準額

基礎控除額43万円
＋｛10万円×（給与所得者等ⅰの数－1）｝

基礎控除額43万円
＋（29.5万円×加入者数ⅱ）

＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝
基礎控除額43万円

＋（54.5万円×加入者数）
＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝

令和6年度 ⅰ給与所得者等とは、給与所得者（給
与収入が55万円を超える人）と公的
年金などの支給を受ける人（65歳未
満:公的年金等の収入が60万円を超
える人、65歳以上:公的年金等の収
入が110万円を超える人）を指します。
ⅱ加入者数には、同じ世帯の中で国民
健康保険から後期高齢者医療制度に
移行した人も含みます。

保
険
税
の
内
訳

項目 説明 医療保険分 介護保険分
（対象：40～64歳）

後期高齢者
支援金分

所得割 各々の所得から43万円を控除し
た額に右の率を乗じて算出 8.0％ 2.45％ 1.95％

均等割 加入者数に右の額を乗じて算出
※未就学児分は5割の軽減措置 27,000円 8,300円 8,600円

平等割 一世帯の定額課税 22,000円 6,800円 4,700円
賦課限度額（保険税の上限）※令和6年度一部改正 650,000円 240,000円 170,000円

納められないときは
ご相談ください！

健診でポイント！仲間づくりでポイント！学んでポイント！
　「糸満市国保・長寿健康ポイント事業」は、健康づくり
に取り組む皆さまを応援する事業で、健康診査やがん
検診の受診、健康づくりに関する講演会やスポーツイ
ベントへの参加などでポイントが獲得できます。日々
の健康づくりに取り組みながら100ポイントため
てご応募ください！抽選で190人に商品券やホテル
ランチ券が当たります！さらに、新規健診受診者（40歳以上
60歳未満対象）または健康づくりアプリ（オーロラ）から応募

した人50人にWチャンスで景品が当たります!

応募方法

1 ポイントカードを受け取る 
（配布場所） 健康推進課・国民健康保険課窓口など

2 事業に参加して100ポイントをためる 
（対象事業） 健康診査やがん検診、健康体操教室など

3 抽選に応募する 
（応募窓口） 健康推進課 ※市役所２階20番窓口

※詳細については、糸満市のホームページをご確認いただくか、下記までお問い合わせください 
糸満市国保・長寿健康ポイント事業事務局（糸満市健康推進課内）
840-8126　受け付け時間（平日）9時～17時 23252

糸満市 
健康ポイント 

令和6年度糸満市国保・長寿健康ポイント事業 

健康づくりで
景品をゲット！

令 和
6年度 令和6年5月1日

～令和7年1月31日

● 20歳以上の国保加入者
● 後期高齢者医療保険加入者

応募期間

対象者

参加しました!

840人以上の人が

令和5年度は

60
ｐｔ

健康診査・人間ドック 
健診と人間ドックの受診は応募の条件になります 

歯科受診・保健指導・健康
講演会・健康づくり・
平和マラソン参加など

20
ｐｔ

がん検診・介護長寿課
開催の健康体操
教室など 

10
ｐｔ

国民健康保険課 840-8127 1476後期高齢者医療制度のお知らせ
8月1日（木）から被保険者証が切り替わります
　新しい被保険者証を、7月下旬までに送付します。保険料の未納がある人は、窓口で切り替えとなります。
令和6年度保険料が改正されました
　詳細は保険証に同封の「後期高齢者医療制度のごあんない（令和6年度版）」をご確認ください。
令和6年度の保険料納付通知書を7月中旬に送付します
　保険料の納付方法が年金天引き（特別徴収）以外の被保険者に対して、通知書を送付します。第1期
の7月から第8期の2月まで毎月納付がありますので、同封の納付書や口座振替で納付してください。


